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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調

査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS F 8072:1996 は改正され，この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，IEC 60092-401:1980，Electrical 

installations in ships. Part 401: Installation and test of completed installation を基礎として用いた。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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日本工業規格          JIS 
 F 8072：2006 
 (IEC 60092-401：1980) 

船用電気設備－第 401 部：装備基準及び完成試験 
Electrical installations in ships－ 

Part 401: Installation and test of completed installation 
 

序文 この規格は，1980 年に第 3 版として発行された IEC 60092-401:1980，Electrical installations in ships.  

Part 401: Installation and test of completed installation 並びに Amendment 1（1987）及び Amendment 2（1997）

を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし，追補（Amendment）に

ついては，編集し，一体とした。 

なお，この規格で点線の下線を施してある“参考”は，原国際規格にはない事項である。 

IEC 60092（船用電気設備）シリーズは，航洋船の電気設備に関し，現在採用されている優れた実行手

段を極力取り入れ，また，現行規則類との調和をできるだけ図りながら，国際規格の系列を構成している。 

これらの規格は，SOLAS（海上人命安全条約）の要求に対する具体的な解釈及び補充を行っている規定

であり，将来制定されるかもしれない規則類に対する指針でもある。また，船主，造船所及びその他関係

機関が採用する実行手段に対する手引となるものである。 

 

1. 適用範囲 この規格は，船用電気設備の装備方法及び完成試験に適用する。 

参考 この国際一致規格の内容と関連がある日本工業規格の内容とに相違がある場合，特に，IEC 

60092 によると指定された場合を除き，相違する内容の適用に当たっては，当事者間の協議に

よる。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

IEC 60092-401:1980，Electrical installations in ships. Part 401: Installation and test of completed 

installation (IDT) 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS F 8061 船用電気設備 第 101 部 定義及び一般要求事項 

備考 IEC 60092-101:2002 ， Electrical installations in ships － Part 101: Definitions and general 

requirements が，この規格と一致している。 

JIS F 8062 船用電気設備 第 201 部 システム設計－一般 

備考 IEC 60092-201:1994，Electrical installations in ships－Part 201: System design－General が，この

規格と一致している。 

JIS F 8064 船用電気設備 第 301 部 機器－発電機及び電動機 


